
☆平成 30 年４月から障害者雇用率が引き上げになります 

労働保険・社会保険の手続、給与計算の代行、労務コンサルのご相談はお気軽にご連絡ください！ 

 

労働保険事務組合 東洋労働保険協会  TEL：03-3221-2444 

社会保険労務士事務所 ﾄｰﾖｰﾚｲﾊﾞｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ http://www.toyoweb.com/index.html 

  

     

 

 

 

        障害者の法定雇用率は、平成 30 年４月１日から以下のように変わります。 

  

      

 （厚生労働省リーフレットより） 

 

※ 障害者雇用納付金の取り扱いについて・・・ 

平成 31 年４月１日から同年５月 15 日までの間に申告する分から（申告対象期間が平成 30 年４月から 

平成 31 年３月までの分から） 適用される予定です。 

 

※ 「対象となる事業主の範囲」における従業員の人数は、以下にて計算します。 

従業員の人数 ＝ 常時雇用している労働者の数 

常時雇用している労働者の数 ＝ 常時雇用している短時間以外の労働者数＋常時雇用している短時間労働者数×０．５ 

                                   （週２０時間以上３０時間未満勤務） 

     

     

       

 

 

 


